
平
成
二
十
一
年
一
月
二
十
日
提
出

質

問

第

四

一

号

外
務
省
職
員
の
贈
与
等
報
告
義
務
違
反
等
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

提

出

者

鈴

木

宗

男
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外
務
省
職
員
の
贈
与
等
報
告
義
務
違
反
等
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
七
一
第
六
号
）
を
踏
ま
え
、
再
質
問
す
る
。

一

国
家
公
務
員
倫
理
法
に
よ
り
本
省
課
長
補
佐
級
以
上
の
職
員
に
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
、
一
件
に
つ
き
五
千
円
を
超
え
る

贈
与
等
を
受
け
た
場
合
行
う
贈
与
等
報
告
に
つ
き
、
こ
れ
ま
で
の
答
弁
書
で
延
べ
四
名
の
職
員
が
、
贈
与
等
報
告
を
怠
っ
た

と
し
て
処
分
を
受
け
、
ま
た
右
四
名
の
当
時
の
役
職
は
、
�
在
外
公
館
の
参
事
官
、
�
外
務
本
省
の
首
席
事
務
官
、
�
外
務

本
省
の
事
務
官
、
�
外
務
本
省
の
事
務
官
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
更
に
「
前
回
答
弁
書
」
で
は
、
�
と
�

の
職
員
に
対
し
て
は
外
務
省
内
規
に
基
づ
く
厳
重
注
意
処
分
、
�
の
職
員
に
対
し
て
は
同
省
内
規
に
基
づ
く
注
意
処
分
、
�

の
職
員
に
対
し
て
は
国
家
公
務
員
法
第
八
十
二
条
に
基
づ
く
減
給
処
分
が
下
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
�
か

ら
�
の
四
名
の
職
員
は
役
職
も
下
さ
れ
た
処
分
内
容
も
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る
が
、
右
四
名
は
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
程
度
贈
与

等
報
告
を
怠
っ
て
い
た
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。

二

「
前
回
答
弁
書
」
で
は
「
御
指
摘
の
四
名
の
職
員
に
関
し
て
は
、
外
務
省
は
、
そ
れ
ぞ
れ
国
家
公
務
員
倫
理
法
（
平
成
十

一
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
第
六
条
第
一
項
等
に
違
反
す
る
行
為
を
行
っ
た
疑
い
が
あ
る
と
判
断
し
た
」
旨
の
答
弁
が
な
さ

れ
て
い
る
。
「
国
家
公
務
員
倫
理
法
第
六
条
第
一
項
に
違
反
す
る
行
為
」
と
は
、
主
に
贈
与
等
報
告
の
義
務
を
怠
る
こ
と
で

一



あ
る
と
承
知
す
る
が
、
「
国
家
公
務
員
倫
理
法
第
六
条
第
一
項
等
に
違
反
す
る
行
為
」
と
は
、
�
か
ら
�
の
四
名
の
職
員
が

具
体
的
に
ど
の
様
な
行
為
を
行
っ
た
疑
い
を
持
た
れ
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
ぞ
れ
詳
細
に
説
明
さ
れ
た
い
。

三

そ
も
そ
も
�
か
ら
�
の
四
名
の
職
員
が
二
で
触
れ
た
疑
い
を
持
た
れ
る
様
に
な
っ
た
の
は
な
ぜ
か
。
ど
の
様
な
経
緯
に
よ

り
、
�
か
ら
�
の
四
名
の
職
員
が
二
で
触
れ
た
疑
い
を
持
た
れ
る
様
に
な
っ
た
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。

四

�
か
ら
�
の
四
名
の
職
員
は
三
の
経
緯
に
よ
っ
て
国
家
公
務
員
倫
理
法
第
六
条
第
一
項
等
に
違
反
す
る
行
為
、
つ
ま
り
贈

与
等
報
告
の
義
務
に
違
反
す
る
疑
い
が
持
た
れ
、
結
果
的
に
そ
れ
が
明
ら
か
に
な
り
、
処
分
を
受
け
て
い
る
が
、
他
の
外
務

省
職
員
の
中
に
は
、
贈
与
等
報
告
の
義
務
を
怠
っ
て
い
る
こ
と
が
表
面
化
し
て
い
な
い
者
も
い
る
と
思
料
す
る
。
同
省
に
お

い
て
、
定
期
的
に
何
ら
か
の
形
で
調
査
を
行
う
等
、
職
員
が
国
家
公
務
員
倫
理
法
第
六
条
第
一
項
等
に
違
反
し
て
い
な
い
か

ど
う
か
、
つ
ま
り
、
贈
与
等
報
告
を
怠
っ
て
い
な
い
か
ど
う
か
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
態
勢
は
整
え
ら
れ
て
い
る
か
。

右
質
問
す
る
。

二


